
 

豊中市以外の特定教育・保育施設運営費補助金要綱  

 

 （目  的）  

 第１条  この要綱は，豊中市以外の特定教育・保育施設に対して，予算の範囲内に

おいて運営費補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し，豊中市

補助金等交付規則（昭和 57年規則第 15号）に定めるもののほか必要な事項を定め

ることにより，保育内容の充実を図り、もって児童福祉の増進に資することを目

的とする。  

（補助金の額）  

 第２条  補助金の額は，別表に定めるところにより算定した額とする。  

（交付の申込み）  

 第３条  補助金の交付を申し込もうとする者は，補助金交付申込書（様式第 1号）

を市長が定めた期日までに提出しなければならない。  

 ２  前項の申込書には，別に定める必要な書類を添付しなければならない。  

 （交付決定）  

第４条  市長は，補助金の交付申込みがあったときは，当該申込みに係る書類等に

つき審査し，必要に応じて調査を行い，補助金を交付すべきものと認めたときは，

補助金の交付の決定を行うものとする。  

 ２  市長は，補助金の交付の決定に当たって必要な条件を付するものとする。  

（交付決定の通知）  

 第５条  市長は，前条の規定により補助金の交付の決定をしたときは，速やかに補

助金交付決定通知書（様式第 2号）により交付を申し込んだ者に通知するものと

する。  

（補助金の交付決定の変更等）  

第６条  市長は，補助金の交付を決定した場合において，その後の事情の変更によ

り特別の必要が生じたときは，補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し，又は

その決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。  

 （変更交付の申込み）  

第７条  補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）は，第３条の規

定による申込みの後，事業内容等に変更があったときは，補助金変更交付申込書

（様式第３号）を市長が定めた期日までに提出しなければならない。  

（変更交付の決定）  

第８条  市長は，補助金の変更交付の申込みがあったときは，当該申込みに係る書

類につき審査し，必要に応じて調査を行い，補助金の額を変更する必要があると認

めたときは，補助金の変更交付の決定を行うものとする。第４条第２項の規定は，

この場合について準用する。  

（変更交付決定の通知）  

第９条  市長は，前条の規定により補助金の変更交付の決定をしたときは，速やか

に補助金変更交付決定通知書（様式第４号）により補助事業者に通知するものと

する。  

 （実績報告）  



第１０条  補助事業者は，補助事業実績報告書（様式第５号）を市長が定めた期日

までに提出しなければならない。  

２  前項の実績報告書には，事業報告書及び歳入歳出決算（見込）書を添付しなけ

ればならない。  

 （補助金の額の確定）  

 第１１条  市長は，前条の規定による報告を受けた場合は，当該報告書等につき審

査し，必要に応じて調査等を行い，補助金の交付の決定の内容及びこれに付した

条件に適合すると認めたときは，交付すべき補助金の額を確定し，当該補助事業

者に補助金交付確定通知書（様式第６号）により通知するものとする。  

（交付の請求）  

第１２条  前条の規定により補助金の確定の決定の通知を受けた者は，速やかに補

助金交付請求書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。  

（補助金の交付）  

第１３条  市長は，前条の補助金交付請求書の提出を受けた場合は，速やかに

補助金を交付するものとする。  

（立入検査等）  

 第１４条  市長は，補助金の交付に係る事務の適正な執行のため必要があると認め

るときは，補助事業者に対して報告させ，又は職員をして事業に係る帳簿書類等

を検査させ，若しくは関係者に質問させることができる。  

 （交付決定の取消し及び補助金の返還）  

 第１５条  市長は，補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けた者が次の各号の

いずれかに該当すると認めるときは，補助金の交付の決定の全部若しくは一部を

取り消し，交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。  

  (1) 虚偽の申込みをしたとき。  

  (2) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。  

  (3) 補助金を他の用途に使用したとき。  

  (4)  市職員の指示に従わないとき。  

（仕入控除）  

 第１６条  補助事業完了後に，消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消

費税及び地方消費税に係る仕入控除税額があることが確定した場合には，（様式

第８号）により速やかに，遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月

３０日までに，市に報告しなければならない。期限までに報告がない場合におい

ては，補助金に係る仕入控除税額がないものとみなす。なお，補助金に係る仕入

控除税額があることが確定した場合には，当該仕入控除税額を市に返還しなけれ

ばならない。  

 （その他）  

 第１７条  この要綱に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事項は，市長

が別に定める。  

     

附  則  

 この要綱は，令和７年３月２６日から施行し、令和７年４月１日から適用する。  

 



補助の要件 補助対象経費

400円

400円

800円

400円

800円

800円

150円

300円

450円

100円

200円

300円

1,383,200円

（オ）

2,892,400円

1,446,200円

800円

150円

300円

450円

ウ　特別な支援を要する児童分（児童1人あたり日額）4,000円
対象は豊中市障害児保育実施要綱に基づき、障害児保育の必要性を認められた児童（ただし担任
配慮は除く）

基準額（1か所あたり年額）

Ⅱ　次の①又は②の要件を満たした上で、③及び⑤の要件を満たす施設

基準額（1か所あたり年額）

①平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上（平日については教育時間を含む）の預
かりを実施していること。

②平日及び長期休業中の双方において、原則９時間以上（平日については教育時間を含む）の預か
りを実施するとともに、休日において40日以上の預かりを実施していること。

③年間延べ利用児童数が2000人超の施設であること。

④児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省第11号）第36条の35第２号ロ（附則第56条第１項において
読替え）及びハに基づき配置する者（以下「教育・保育従事者」）をすべて保育士又は幼稚園教諭普
通免許状保有者とすること。
また、当該教育・保育従事者の数は２名を下ることがないこと。

⑤教育・保育従事者の概ね２分の１以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。ま
た、当該教育・保育従事者の数は２名を下ることがないこと。

イ在籍園児以外の児童分　基準額（児童1人当たり日額）

（ア）基本分

（イ）長時間加算（8時間を超えた利用）

　　　　①超えた利用時間が2時間未満

　　　　②超えた利用時間が2時間以上
　　　　　 3時間未満

　　　　③超えた利用時間が3時間以上

Ⅰ　次の①又は②の要件を満たした上で、③及び④の要件を満たす施設

　　　　②超えた利用時間が2時間以上
　　　　　 3時間未満

　　　　③超えた利用時間が3時間以上

　Ⅱ（ア）Ⅰ②及び（ア）Ⅱ②については4時間を超えた
　　 利用の場合

　　　　①超えた利用時間が2時間未満

　　　　②超えた利用時間が2時間以上
　　　　　 3時間未満

　　　　③超えた利用時間が3時間以上

（エ）就労支援型施設加算（事務経費）

基準額（1か所当たり年額）

　※1　※2③の配置月数（1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。）が6月に満たない
          場合には、1か所当たり年額を691,600円とする

　※2　次の要件を満たす施設に適用する。
　　　 　①平日及び長期休業中の双方において、8時間以上（平日については教育時間を含む）の
            預かりを実施していること
　　　 　②次のいずれかの要件を満たしていること
          a　特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成26年内閣府令
             39号）第42条に規定されている連携施設となっていること
          b　３以上の市町村から園児を受け入れていること
　　　　 c　一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）を実施していること
　　　 　③本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること

保育体制充実加算

　　　　①平日

　　　　②長期休業日（8時間未満）

　　　　③長期休業日（8時間以上）

　Ⅱ年間延べ利用児童数（他市含む）2,000人以下の施設

　　　　①平日 （1,600,000円÷年間延べ利用児童数）－400円（10円未満切り捨て）

豊中市以外の特定教育・保育施設運営費補助金要綱第2条　　別表

補助種別 補助額（算定基準）

一時預かり事
業（幼稚園型）

こども家庭庁連名通知「一
時預かり事業の実施につい
て」に定める要件に基づき一
時預かり事業（幼稚園型）を

実施すること。

一時預かり事業（幼稚園
型）の実施に必要な経費
のうち、保育士の人件

費、その他の経費であっ
て、市長が適当と認める

もの

次の各基準額×延べ利用児童数（市内のみ）の合計額（ただし、1施設当たり年額10,223,000円を上
限額とする。なお、待機児童又は特別な支援を要する児童の受け入れ促進に資する措置（ア（ア）Ⅰ
③、ア（ア）Ⅱ③、ア（ウ）、ア（エ）、ア（オ）、イ（イ）及びウに係る基準額）を適用したことにより、
10,223,000円を超えた場合は、この限りでない）と補助対象経費（実支出額）とを比較して低い方の額

ア在籍園児分　基準額（児童1人当たり日額）

（ア）基本分（平日の教育時間前後や長期休業日の利用）

　Ⅰ年間延べ利用児童数（他市含む）2,000人超の施設

　　　　②長期休業日（8時間未満）

　　　　③長期休業日（8時間以上）

（イ）休日分（土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用）

（ウ）長時間加算

　Ⅰ（ア）Ⅰ①及び（ア）Ⅱ①については4時間（又は教育
　　 時間との合計が8時間）、（ア）Ⅰ③、（ア）Ⅱ③及び
　　 （イ）については8時間を超えた利用の場合

　　　　①超えた利用時間が2時間未満


